
儒
・
墨
の

「天」

と
尚
賢
論

序

言

先
秦
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
儒
家
が
、
そ
し
て
墨
家
が
、
賢
者

を
政
治
的
場
に
登
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
と
い
、
み
は
、

劃
一
般
に
先
秦
思
想
研
究
に
携
わ
る
誰
も
が
認
め
て
い
る
董
円
で
あ
る
。

白
と
こ
ろ
が
、
そ
の
登
用
の
仕
方
、
及
び
、
「
賢
」
の
具
体
的
内
容
に
つ

(
い
て
は
、
必
ず
し
も
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

輪
そ
の
た
め
か
、
墨
家
及
ぴ
苛
子
の
尚
賢
思
想
は
、
「
非
世
襲
的
」
「
非

哨
血
縁
的
」
と
い
う
分
類
の
も
と
に
、
ほ
と
ん
ど
直
線
的
に
秦
帝
国
の

I
」
官
僚
制
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
、
法
家
、
特
に
『
商
君

「
書
』
や
秦
帝
国
の
国
家
理
論
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
韓
非
子
の
思
想
と

酢
同
一
の
方
向
性
を
持
っ
と
の
解
釈
も
行
な
わ
れ
て
い
《
記
。

百
し
か
し
な
が
ら
、
韓
非
子
自
身
は
、
儒
家
や
墨
家
の
尚
賢
思
想
に

f
対
し
て
極
め
て
否
定
的
で
丸
町
、
そ
の
事
実
だ
け
か
ら
も
、
墨
家
・
萄
子

ー
の
そ
れ
が
直
線
的
に
秦
帝
国
の
官
僚
制
を
生
み
出
し
た
理
念
へ
と
接

片

倉

望

続
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
第
一
段
階
と
し
て
、

ま
ず
先
秦
の
代
表
的
儒
家
で
あ
る
孔
子
・
孟
子
、
及
ぴ
墨
家
の
「
賢
」

の
概
念
と
尚
賢
思
想
に
分
析
を
加
え
、
各
々
の
思
想
の
特
徴
と
共
通

点
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
「
天
」
の
共
同
幻
想
と

の
関
係
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

第

章

儒
家
の
尚
賢
蛤

ω
孔
子
の
「
賢
」

孔
子
の
尚
賢
思
想
を
分
析
す
る
場
合
、
依
拠
す
べ
き
資
料
は
『
論

語
』
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
論
語
』
も
、
そ
の
成
立
に
関
連
し
て
今

日
ま
で
多
く
の
文
献
学
的
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
の
あ

る
資
料
に
関
し
て
は
引
用
の
都
度
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
吟
味
し
て

行
く
こ
と
に
丈
史
。

『
論
語
』
に
は
、

孔
子
が
他
者
に
対
し
て
与
え
た

「
賢
」
と
い
う
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評
価
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
顔
回
を
評
し
て
孔
子

は
次
の
よ
、
つ
に
言
う
。

子
日
、
「
賢
哉
回
也
。
一
箪
食
、
一
瓢
飲
、
在
随
巷
。
人
不
堪
其
憂
、

回

也

不

改

其

梨

。

賢

哉

固

也

己

(

薙

也

縞

)

孔
子
は
顔
回
を
「
賢
」
で
あ
る
と
称
賛
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一

文
に
よ
れ
ば
、
「
貧
窮
に
耐
え
て
道
を
楽
し
み
な
が
ら
生
き
る
こ
お
い

が
「
賢
」
町
内
実
の
よ
う
で
あ
り
、
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

「
賢
」
の
例
と
し
て
、
伯
夷
・
叔
斉
に
対
す
る
評
価
が
挙
げ
ら
れ
る
。

舟
有
目
、
「
夫
子
矯
街
君
子
U

子
貢
回
、
「
諾
、
五
ロ
勝
間
之
口
入
目
、

「
伯
夷
・
叔
膏
何
人
也
U

子
目
、
「
古
之
賢
人
也
U

目
、
「
怨
乎
U

目、

「
求
仁
而
得
仁
。
又
何
怨
手
日
出
目
、
「
夫
子
不
嬬
也
U

(

越
而
篇
)

こ
の
資
料
か
ら
は
、
仁
を
求
的
、
社
会
的
地
位
な
ど
に
は
固
執
し

な
い
生
き
方
が
「
賢
」
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

顔
固
と
伯
夷
・
叔
斉
の
評
価
に
共
通
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
、
人

生
町
目
的
を
富
、
地
位
と
い
っ
た
社
会
的
価
値
と
は
別
の
所
に
求
め

る
立
場
は
、
孔
子
の
「
賢
」
が
逸
民
・
隠
者
的
性
格
の
人
間
に
加
え

ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
事
実
、
衛
霊
公
篇

で
「
賢
」
と
さ
れ
て
い
る
柳
下
恵
は
、
微
子
篇
で
は
伯
夷
叔
斉
等

と
共
に
「
逸
民
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
、
孔
子
に
よ
っ
て

伯
夷
・
叔
斉
に
次
ぐ
賛
辞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

子
目
、
「
戚
文
仲
其
稿
位
者
典
。

知
柳
下
恵
之
賢
、
而
不
県
立
也
U

(
術
鑑
公
篇
)

税
一
民
。
伯
夷
、
叔
棒
、
成
仲
、
夷
逸
、
朱
張
、
柳
下
恵
、
少
述
。
子

目
、
「
不
降
其
志
、
不
辱
其
身
者
、
伯
夷
・
叔
野
県
U

謂
柳
下
悲
・
少
連

「
降
志
辱
身
失
、
言
中
倫
、
行
中
慮
、
其
斯
而
巳
矢
口
(
微
子
筒
)

ま
た
憲
問
篇
で
は
「
賢
者
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

子
目
、
「
賢
者
避
世
、
其
次
避
地
、
其
次
謹
色
、
其
次
避
言
U

子
目
、

「

作

者

七

人

失

。

」

(

憲

問

縞

)

こ
こ
ま
で
引
用
し
た
資
料
に
よ
る
限
り
に
お
い
て
、
孔
子
の
用
い

る
「
賢
」
と
い
う
言
葉
町
意
味
内
容
の
一
つ
に
は
、
社
会
的
地
位
や

金
銭
、
す
な
わ
ち
、
富
貴
と
は
別
的
所
に
人
生
の
目
的
を
設
定
す
る

と
い
う
生
き
方
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
「
賢
」
は
、
時
に
逸

民
的
性
格
の
人
聞
を
形
容
す
る
一
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
、
と
い

う
結
論
が
導
か
れ
る
。

し
か
し
、
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
論
語
』
の
持
つ
文
献
的
性

格
か
ら
、
以
上
の
推
論
に
は
少
な
く
と
も
二
点
の
資
料
的
問
題
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
『
論
語
』

に
見
え
る
隠
逸
的
思
想
の
後
時
性
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、

伯
夷
・
叔
斉
伝
説
的
成
立
時
期
に
係
わ
る
問
題
で
あ
{hvvo

し
か
し
な
が
ら
、
伯
夷
・
叔
斉
に
係
わ
る
資
料
が
後
代
の
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
即
、
「
賢
い
と
い
う
言
葉
町
意
味
に

含
ま
れ
る
、
富
貴
と
は
別
の
所
に
人
生
の
目
的
を
設
定
す
る
生
き
方

は
孔
子
町
時
代
の
も
の
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「
賢
」
と
い
う
評
価
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
弟
子



の
顔
固
に
も
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
顔
回
の
性
格
的
中
に
、
現
実

社
会
の
富
貴
と
は
離
れ
た
脱
俗
的
人
生
観
を
見
出
し
得
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
隠
逸
的
傾
向
を
示
す
資
料
に
つ
い
て
も
、
単
純
に

後
代
の
も
の
と
極
め
付
け
得
な
い
こ
と
は
、
既
に
金
谷
治
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
孔
子
は
「
仁
」

の
追
求
を
人
生
最
大
の
目
的
と
し
、
富
貴
に
対
し
て
は
極
的
て
否
定

的
な
発
言
を
し
て
い
る
。

「
富
市
可
求
也
、

雄
執
鞭
之
士
、
吾
亦
篤
之
。

如
不
可
求
、
従

子
目
、

吾
所
好
U

子
日
、
「
飯
疏
食
飲
水
、
曲
肱
而
枕
ウ
」
。
梁
亦
在
其
中
央
。
不
義
而
富

且
賞
、
於
我
加
浮
雲
U

(

以
上
、
述
而
篇
)

儒・患の「天」と向賢論(片

にはが来のも な目「
は多得のよ密でい 的 賢 こ
、様 ら研う接は で を 」 の
もなれ究なな孔あ設とよ
ち意てで性係子 ろ定いう
ろ味いは格わがうすうな
んを な諸のりそ。る言孔
、持い説もをの 生葉子

民つ。がの持追 きのの
の言そ 並な っ求 方意基
救葉し 列の てを が味本
i斉でて的でい人 含内姿
(あ、にあた生 ま 容 勢
薙るそ 行ろ との れにか
喜このなう考目 て 、 ら

とこわかえ的 い富す
)が と れ 。 ら と た賞れ
と理かてこれし と と ば
言解らいのる、 *1)は
っき、る点「そ 断別孔
たれ 孔 だ に 仁 れ しの子
政るI子けつ」故 て所の
治。のでいと、 も に 使
的そ「、ては ι「 誤人用
活の 仁定、、 p り生す
動中 」 論 従 ど と はのる

倉)3 

が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
脱
俗
的
傾
向
の
あ
る
顔
淵
へ
の
評
価

(
液
也
篇
)
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
非
政
治
的
な
生
き
方
も
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

き
て
、
次
に
、
『
論
一
詰
』
に
見
え
る
そ
の
他
の
「
賢
」
の
用
例
に
検

討
を
加
え
つ
つ
、
孔
子
の
尚
賢
思
想
を
眺
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

ω
孔
子
の
尚
賢
思
想

『
論
諸
問
』
町
中
で
、
後
代
の
尚
賢
思
想
と
最
も
係
わ
り
を
持
っ
と

思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
孔
子
と
仲
弓
の
問
答
で
あ
る
。

仲
弓
矯
季
氏
宰
、
問
政
。
子
日
、
「
先
有
司
、
赦
小
過
、
穆
賢
才
己
目
、

「
鷲
知
賢
才
而
施
中
之
口
目
、
「
穆
爾
所
知
。
爾
所
不
知
、
人
其
舎
諸
U

(
子
路
篇
)

こ
こ
で
の
「
賢
オ
」
町
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

役
人
と
し
て
の
登
用
で
あ
る
以
上
、
政
治
に
有
効
な
何
ら
か
の
能
力

で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
為
政
篇
の
「
直
き
を
穆
げ

こ
れ

B
V

て
諸
を
狂
れ
る
に
錯
け
ば
、
則
ち
民
服
す
U

及
び
、
ギ
ロ
を
穆
げ
て
不

能
を
敬
、
つ
れ
ば
、
則
ち
勧
む
日
等
の
資
料
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
的
能

力
で
あ
る
と
は
言
え
、
そ
の
内
実
は
事
務
処
理
能
力
の
類
い
で
は
な

げ
v

人
聞
の
道
徳
性
を
指
し
示
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
孔

子
が
、
政
治
を
行
な
う
者
向
最
も
重
要
な
条
件
を
自
ら
の
正
し
さ
に

置
い
て
い
た
こ
と
は
、
子
路
篇
の
次
の
言
葉
が
示
す
通
り
で
あ
り
、

そ
の
事
実
か
ら
も
、
こ
の
理
解
の
正
当
性
が
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。
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子
目
、
「
其
身
正
、
不
令
而
行
。
其
身
不
正
、
雄
令
不
従
日

子
目
、
「
荷
正
其
身
失
、
於
従
政
乎
何
有
。
不
能
正
其
身
、
如
正
人

何

日

(

以

上

、

子

路

篇

)

ま
た
、

「
賢
才
」
は
上
位
者
か
ら
の
抜
擢
が
あ
っ
て
初
め
て
登
用
さ

れ
る
と
い
う
構
造
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
に
見
た
よ

う
に
、
孔
子
の
用
い
る
「
賢
」
に
は
富
貴
と
は
別
的
所
に
人
生
の
目

的
を
設
定
す
る
生
き
方
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、

自
ら
の
力
で
よ
り
上
の
地
位
へ
伸
し
上
が
る
と
い
う
発
想
は
生
ま

れ
て
来
に
仁
川
「
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
賢
者
の
登
用
が
単
発
の
も

の
で
あ
り
、
賢
者
相
互
の
序
列
化
構
想
を
伴
わ
な
い
こ
と
と
相
侠
っ

て
、
孔
子
の
尚
賢
思
想
を
極
め
て
無
自
覚
的
で
切
実
き
を
欠
い
た
性

質
の
も
の
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
孟
子
、
及
び
墨
家
の
尚
賢
思
想

に
お
い
て
、
そ
の
「
賢
」
と
い
う
語
は
、
し
ば
し
ば
「
徳
」
と
い
う

言
葉
に
置
換
さ
れ
て
資
料
に
表
わ
れ
て
来
る
が
、
孔
子
の
使
用
す
る

「
賢
」
の
意
味
に
政
治
に
有
効
な
能
力
と
し
て
の
道
徳
性
が
含
ま
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
孔
子
の
尚
賢
思
想
に
お
い
て
も
「
賢
」
と

「
徳
」
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
こ
で
次

に
、
孔
子
が
使
用
す
る
「
徳
」
の
用
例
を
検
討
し
、
そ
れ
と
「
賢
」

と
の
関
係
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
孔
子
の
使
用
す
る
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
は
、
「
賢
」

と
同
じ
く
富
貴
を
目
的
と
し
な
い
人
間
の
生
き
方
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

子
目
、
「
泰
伯
其
可
謂
至
徳
也
己
失
。
三
以
天
下
譲
。
民
無
得
而
稽

駕
U孔

子
目
、
「
(
前
略
)
三
分
天
下
、
有
其
二
、
以
服
事
段
。
周
之
徳
、

其
可
謂
至
徳
也
己
失
J

V

(

以
上
、
泰
伯
篇
)

後
者
の
資
料
を
後
人
の
附
益
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
顔
淵
篇
に

は
焚
遅
の
聞
い
に
対
し
て
、
利
益
を
後
ま
わ
し
に
す
る
こ
と
が
「
崇

徳
」
だ
と
答
え
た
資
料
も
あ
り
、
「
徳
」
に
「
賢
」
と
同
じ
く
富
貴
と

は
別
の
所
に
人
生
の
目
的
を
設
定
す
る
生
き
方
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。

次
に
「
徳
」
と
政
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た

為
政
篇
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
、
政
治
を
行
な
う
上
で
重
要

な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
「
徳
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

子
目
、
「
矯
政
以
徳
、
醤
知
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
共
之
U(

矯
政
篇
)

こ
の
よ
う
な
「
徳
」
は
、
ま
た
、
「
刑
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
そ

の
政
治
的
有
効
性
が
説
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。

子
日
、
「
君
子
懐
徳
、
小
人
懐
土
。
君
子
懐
刑
、
小
人
懐
窓
口(

呈
仁
篇
)

子
目
、
「
道
之
以
政
、
野
之
以
刑
、
民
兎
而
無
恥
固
道
之
以
徳
、
普
之

以

穂

、

有

恥

且

格

口

(

矯

政

篇

)



徳
治
の
有
効
性
が
「
刑
」
に
対
し
て
説
か
れ
る
こ
れ
ら
の
資
料
に

お
い
て
、
「
徳
」
の
内
実
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
恐
ら
く
、

慈
愛
・
恩
恵
の
類
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
後
町
時
代
ほ
ど

生
々
し
い
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
現
実
的
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
利
益

交
換
を
前
提
と
し
て
い
る
と
息
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
孔
子
に
よ

れ
ば
、
「
徳
」
の
政
治
的
有
効
性
は
、
そ
の
感
化
力
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
て
い
る
。

季
康
子
問
政
於
孔
子
、
目
、
「
如
殺
無
道
以
就
有
道
、
何
如
U

孔
子
針

目
、
「
子
潟
政
、
湾
用
殺
。
子
欲
普
而
民
普
失
。
君
子
之
徳
風
也
、
小
人

之
徳
草
也
。
草
上
之
風
、
必
僅
U

(

顔
淵
篇
)

こ
こ
で
は
「
君
子
之
徳
」
の
影
響
を
受
け
る
「
小
人
之
徳
」
な
る

釦
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ロ
小
人
に
も
徳
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

白
「
徳
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
端
緒
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、

L
万
人
が
先
天
的
に
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

ム

岬

。

賢
、
っ

哨
こ
の
よ
う
な
政
治
的
有
効
性
の
論
理
的
説
明
は
、
「
賢
」
の
場
合
に

I
」
は
見
出
せ
な
か
っ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、

円
孔
子
の
用
い
た
「
賢
」
と
「
徳
」
と
は
ほ
ぼ
類
似
の
概
念
で
あ
り
、

配
両
者
は
、
「
徳
」
の
あ
る
R

哨
を
「
賢
」
と
評
す
る
と
い
っ
た
関
係
に

需
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、

こ
の
結
果
を
前
提
に
し
て
、

5

見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

孟
子
の
尚
賢
思
想
を

ω
孟
子
の
尚
賢
思
想

孟
子
町
尚
賢
思
想
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
性
善
説
と
の
関
連
か
ら

そ
の
構
造
を
論
じ
d
vが
、
本
論
で
は
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
賢
」

及
ぴ
「
徳
」
の
内
容
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
意

義
を
探
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

諸
侯
に
会
見
し
よ
う
と
し
な
い
孟
子
に
、
弟
子
の
万
章
は
様
々
な

角
度
か
ら
質
問
を
浴
び
せ
理
由
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る

孟
子
の
答
え
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
見
え
て
い
る
。

(
孟
子
)
目
、
「
篤
其
多
聞
也
、
則
天
子
不
百
師
。
而
況
諸
侯
子
。
矯
其

賢
也
、
則
吾
未
聞
欲
見
両
県
而
召
之
也
。
(
後
略
)
」
(
高
章
下
篇
)

孟
子
は
博
識
(
「
多
聞
」
)
と
「
賢
」
と
を
区
別
し

て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
勺
仁
賢
」
(
墨
心
下

篇
)
と
い
う
語
の
存
在
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
が
、
次
に
示
す
牒

文
公
上
位
唱
の
資
料
は
、
孟
子
の
「
賢
」
が
「
仁
」
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

民
之
儒
道
也
、
有
恒
産
者
有
恒
心
。
無
恒
産
者
無
恒
心
。
荷
無
恒
心
、

放
騨
邪
修
、
無
不
矯
巳
。
及
陥
乎
罪
、
然
後
従
而
刑
之
。
是
岡
民
也
。

罵
宥
仁
人
在
位
、
岡
民
而
可
嬬
也
。
是
故
賢
君
、
必
恭
俄
鵡
下
、
取
於

民

有

制

。

(

牒

文

公

上

篇

)

周
知
の
よ
う
に
孟
子
は
、
「
間
際
の
心
は
仁
の
端
な
り
U
(
公
孫
丑

上
篇
)
「
既
に
心
思
を
掲
し
、
之
を
継
ぐ
に
人
に
忍
び
ぎ
る
の
政
を
以

て
す
。
市
し
て
仁
、
天
下
を
覆
え
り
日
(
離
婁
上
篇
)
と
主
張
し
、
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「
仁
」
を
、
他
人
に
対
す
る
思
い
遣
り
を
前
提
と
し
た
王
道
政
治
の

中
核
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
「
仁
ト
と
関
係
づ

け
ら
れ
た
孟
子
の
「
賢
」
も
ま
た
、
極
め
て
政
治
的
色
彩
を
濃
く
表

わ
す
の
で
あ
り
、
こ
の
際
文
公
上
篇
の
資
料
の
よ
う
に
、
「
賢
君
」

を
、
無
白
間
矢
鱈
な
収
奪
を
行
な
わ
ず
民
の
生
活
を
経
済
的
に
安
定
さ

せ
る
君
主
、
と
す
る
定
義
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
孟
子
に
お
け
る
「
賢
」
は
、
生
存
欲
よ
り
も
大
切
な
も
の
と
さ

れ
る
「
義
」
と
も
関
連
づ
け
て
説
か
れ
て
い
る
。

生
亦
我
所
欲
也
、
義
亦
我
所
欲
也
。
二
者
不
可
得
乗
、
舎
生
而
取
義

者
也
。
(
中
略
)
是
故
所
欲
有
甚
於
生
者
、
所
慈
有
甚
於
死
者
。
非
嫡
賢

者
有
是
心
也
。
人
皆
有
之
、
賢
者
能
勿
喪
耳
。
(
告
子
上
筒
)

孔
子
町
場
合
と
同
様
、
孟
子
の
「
賢
」
に
も
利
を
食
ら
な
い
生
き

方
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
の
「
賢
君
」
町
在
り
方
か
ら
推
定

さ
れ
る
が
、
有
名
な
「
玉
、
何
ぞ
必
ず
し
も
利
を
日
わ
ん
。
亦
た
仁

義
有
る
の
み
己
(
梁
窓
玉
上
篇
)
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
「
賢
」

と
係
わ
り
の
深
い
「
仁
」
や
「
義
」
が
、
「
利
」
と
対
腕
的
に
使
わ
れ

る
タ

l
ム
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
点
を
裏
づ
け
て
い
る
と
言
え
よ

、勺，。
と
こ
ろ
で
、
孟
子
に
お
い
て
「
賢
」
が
、
「
仁
」
や
「
義
」
と
同
じ

く
極
的
て
政
治
性
の
濃
い
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
、
民
的
生
活
を
保

全
す
る
の
が
賢
者
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
孔
子
の

「
賢
」
と
孟
子
の
そ
れ
と
の
聞
に
、
意
味
上
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
社
会
的
地
位
に
就

く
こ
と
を
避
け
、
唯
一
人
で
人
間
と
し
て
の
道
を
求
め
る
生
き
方
、

例
、
え
ば
顔
固
め
そ
れ
な
ど
を
、
果
し
て
孟
子
は
「
賢
」
と
認
め
得
る

の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
孟
子
の

当
時
に
も
議
論
の
あ
る
所
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
孔
子
が
、
天
下
町
人
々

の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
為
政
者
と
し
て
の
「
馬
・
稜
」
と
共
に
、

顔
回
に
も
「
賢
」
と
い
う
評
価
を
与
え
た
と
い
う
記
述
に
続
け
て
、

孟
子
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

孟
子
回
、
「
馬
・
稜
頑
固
同
道
。
再
思
天
下
有
溺
者
由
己
溺
之
、
稜

思
天
下
有
飢
者
由
己
飢
之
也
。
是
以
知
是
其
急
也
。
馬
・
稜
・
顔
子
也
、

易

地

則

皆

然

。

(

後

略

)

」

(

離

婁

下

篇

)

「
地
を
易
、
つ
れ
ば
則
ち
皆
な
然
ら
ん
己
と
一
吉
う
の
は
、
聖
賢
町
生

き
方
に
見
え
る
様
々
な
形
態
を
、
時
代
や
環
境
の
違
い
に
よ
っ
て
生

じ
た
表
面
的
な
差
異
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
調
停
す
る
論
理
で
あ
る
。

同
様
に
、
告
子
下
篤
で
は
、
「
伯
夷
」
「
伊
予
」
「
柳
下
恵
」
の
三
人

を
挙
げ
、
「
三
子
は
道
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
其
の
趨
は
一
な
り
。
一

と
は
何
ぞ
や
。
日
く
、
仁
な
り
U

と
言
い
、
結
局
は
「
仁
」
に
帰
結

す
る
と
し
て
三
者
の
違
い
を
調
停
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
伯
夷
は
隆
、
柳
下
忍
は
不
恭
な
り
。
隠
と
不
恭

と
は
、
君
子
は
由
ら
ざ
る
な
り
U

(

公
孫
丑
上
篇
)
な
ど
と
い
う
言

葉
が
示
す
よ
う
に
、
伯
夷
と
柳
下
恵
に
対
す
る
孟
子
の
調
停
は
か
な

り
に
御
都
合
主
義
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
顔
回
に
対
し



会
ん
ぴ
と

て
も
、
「
舜
、
何
人
ぞ
や
、
子
、
何
人
ぞ
や
。
矯
す
こ
と
有
る
者
は
、

か
《

亦
た
是
の
若
く
な
る
べ
L

U

(
勝
文
公
上
篇
)
と
言
わ
せ
て
、
彼
を
、

聖
王
町
舜
を
目
標
に
生
き
て
い
た
人
物
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
孟
子
が
い
か
に
孔
子
の
評
価
に
お
い
て
、
あ
る
い

は
孔
子
の
評
価
に
よ
る
と
い
う
伝
承
に
お
い
て
聖
賢
と
さ
れ
る
人
々

の
統
一
的
解
釈
を
意
図
し
よ
う
と
も
、
孟
子
の
使
用
す
る
「
賢
」
と
い

う
言
葉
が
為
政
者
の
資
格
と
し
て
叙
述
さ
れ
、
歴
史
上
、
す
ぐ
れ
た

王
や
宰
相
の
形
容
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
(
寓
章
上
篇
)

と
い
う
事
実
が
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
見
た
「
賢
君
」
的
資
料
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
孟
予
の
「
賢
」
が
、
主
に
為
政
者
の
立
場
か
ら

民
に
仁
政
を
施
す
人
物
に
与
え
ら
れ
る
評
価
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

釦
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政
治
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
、
孔
子
の
場

合
と
は
異
な
り
、
非
政
治
的
な
生
き
方
を
「
賢
」
と
は
認
め
な
い
立

(
場
を
作
り
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

聞
こ
の
よ
う
な
孟
子
の
「
賢
」
の
持
つ
政
治
的
意
味
は
、
さ
ら
に
、

品
現
実
的
政
治
向
上
で
賢
者
を
登
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
、
彼

iiJ

の
尚
賢
思
想
へ
と
接
続
さ
れ
て
行
く
。
孟
子
は
一
吾
一
一
回
う
、
「
賢
を
悦
ぶ
も

円
事
ぐ
る
能
わ
ず
、
又
養
な
う
能
わ
ざ
れ
ば
、
賢
を
悦
よ
と
調
、
っ
可
け

U
U

ん
や
U

(
寓
章
下
篇
)
と
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
眼
前
に
あ
る
血

伺
縁
等
を
中
心
と
し
た
社
会
的
階
級
序
列
と
尚
賢
の
序
列
と
の
関
係
が

問
題
と
な
る
。

7

孟
子
は
、

そ
の
調
停
を
自
ら
の
性
善
説
に
託
し
た
。
一
彼
は
、

そ

の

性
善
説
に
よ
っ
て
、
自
己
的
意
志
で
は
生
ま
れ
つ
い
た
階
級
を
越
え

る
こ
と
の
な
い
人
物
と
し
て
「
賢
者
」
を
想
定
し
む
寸
ま
た
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
に
平
等
な
る
善
性
の
端
緒
を
認
め
る
彼
の
性
善
説
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
社
会
階
級
に
属
す
る
人
間
に
、
努
力
次
第
で
そ
の
自
ら
の

階
級
に
相
応
し
い
徳
を
持
っ
た
賢
者
に
な
れ
る
と
い
う
保
証
を
与
え

る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
君
主
に
対
し
て
能
力
が
な
い
と
言
、
っ
こ

《

nv

と
は
忌
む
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。

孟
子
は
、
基
本
的
に
は
眼
前
向
階
級
序
列
を
保
全
し
た
ま
ま
尚
賢

の
序
列
が
実
現
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
そ
れ
は
、
賢
者
の
登
用
を

極
め
て
慎
重
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
論
、
及
び
、
彼

《
抱
》

の
革
命
説
に
顕
著
で
あ
り
‘
後
に
述
べ
る
よ
う
に
儒
家
の
尚
賢
思

想
的
持
つ
全
体
構
造
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
革
命
理
論
に
対
し
て

さ
え
、
「
賞
戚
之
卿
」
(
寓
章
下
篇
)
と
い
う
船
を
は
め
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
孟
子
町
向
賢
思
想
に
は
保
守
的
な
要
素
が
あ
り
、

当
時
、
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
社
会
階
級
の
変
動
以
上
の
も
の

を
、
彼
が
自
ら
の
尚
賢
思
想
に
基
づ
い
て
実
現
し
よ
う
と
意
図
し
て

い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
と
は
言
え
、
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ

る
為
政
者
を
賢
者
と
評
価
す
る
発
想
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
孟
子
の

賢
者
は
政
治
と
の
結
び
つ
き
が
極
的
て
強
く
、
ま
た
、
「
小
賢
は
大
賢

に
役
せ
ら
る
U
(
離
婁
上
篇
)
と
い
う
一
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
孟
子
は
単
発
的
な
賢
者
の
登
用
の
み
で
は
な
く
、
「
賢
」
に
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よ
る
序
列
化
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
で
は
孔

子
の
向
賢
思
想
を
よ
り
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
よ

、
叶
J

。こ
こ
ま
で
、
孟
子
の
用
い
る
「
賢
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
そ
の
尚
賢
思
想
を
考
察
し
て
来
た
訳
で
あ
る
が
、
彼
の
使

用
す
る
「
賢
」
は
、
時
に
「
徳
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
弟
子
町
万
章
か
ら
「
諸
侯
に

見
え
ざ
る
は
、
何
の
義
な
る
や
口
と
尋
ね
ら
れ
た
孟
子
は
、
そ
の
問

答
の
中
で
、
「
吾
れ
未
だ
賢
に
見
え
ん
と
欲
し
て
之
を
召
す
を
聞
か

ざ
る
な
り
U

と
言
い
、
ま
た
穆
公
に
対
す
る
子
思
の
心
を
推
測
し
て
、

「
徳
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
子
は
我
れ
に
事
う
る
者
な
り
U
(
以
上
、

寓
章
下
篇
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
「
徳
」
の
あ
る
人

間
を
「
賢
」
と
評
す
る
と
い
う
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。
呆
し
て
、
公

孫
丑
上
篇
向
次
の
資
料
は
、
こ
の
理
解
に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

孟
子
目
、
「
仁
則
柴
、
不
仁
則
辱
。
今
悪
辱
而
居
不
仁
、
是
猶
悪
潟
而

居
下
也
。
如
悪
之
、
莫
如
賞
徳
而
牢
士
。
賢
者
在
位
、
能
者
在
職
、
(
後

略

)

」

(

公

孫

丑

上

筒

)

そ
こ
で
次
に
、
「
賢
」
の
中
身
に
あ
た
る
「
徳
」
に
つ
い
て
分
析
を

加
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

孟
子
に
よ
れ
ば
、
「
徳
」
は
仁
政
を
行
な
う
た
め
の
根
拠
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
、
王
者
に
な
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
使
用
可
能

な
も
の
で
あ
っ
た
。

孟
子
日
、
「
以
力
仮
仁
者
覇
。
結
必
有
大
図
。
以
徳
行
仁
者
王
。
王
不

待
大
。
湯
以
七
十
皇
、
文
王
以
百
星
。
以
力
服
人
者
、
非
心
服
也
、
力

不
贈
也
。
以
徳
服
入
者
、
中
心
悦
而
誠
服
也
。
如
七
十
子
之
服
孔
子
也
。

(

後

略

)

」

(

公

孫

丑

上

篇

)

こ
こ
で
「
徳
」
の
持
つ
政
治
的
有
効
性
は
、
そ
れ
が
人
を
「
心
服
」

さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
孔
子
の
場
合
に

も
見
ら
れ
た
「
徳
」
の
持
つ
感
化
カ
を
前
提
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ

噌令。

君
子
之
徳
風
也
。

必
値
。

(
膝
文
公
上
篇
)

で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
に
意
義
の
あ
る
「
徳
」
は
、
具
体
的

に
は
ど
向
よ
う
な
行
為
と
し
て
表
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

梁
恵
玉
上
篇
に
お
い
て
、
斉
の
宣
王
の
「
徳
、
知
何
な
れ
ば
則
ち

以
て
王
た
る
可
き
や
日
と
い
う
問
い
に
、
孟
子
は
「
民
を
保
ん
じ
て

王
た
れ
ば
、
之
を
能
く
禦
ぐ
莫
き
な
り
U

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
天

下
の
「
達
骨
骨
」
の
一
つ
と
し
て
「
徳
」
を
位
置
づ
け
た
公
孫
丑
下

篇
の
文
章
で
「
世
を
輔
け
民
に
長
た
る
は
徳
に
如
く
は
英

L
U
と一一吉

う
の
も
、
さ
ら
に
季
氏
の
宰
と
な
っ
た
孔
子
の
弟
子
の
舟
求
を
批
判

し
て
、
「
能
く
其
の
徳
を
改
め
し
む
る
無
く
、
而
も
粟
を
賦
す
る
こ
と

他
日
に
倍
せ
り
日
(
離
婁
上
篇
)
と
主
張
す
る
の
も
、
す
べ
て
民
生

の
安
定
と
係
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
初
め
に
見
た
「
賢
君
」

小
人
之
徳
草
也
。

草
向
之
風
、



内
定
義
と
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
孟
子
の
「
賢
」

と
「
徳
」
と
の
聞
に
は
、
「
徳
」
の
あ
る
人
聞
を
「
賢
」
と
評
す
る
と

い
う
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
で
孔
子
と
孟
子
と
か
ら
窺
わ
れ
る
儒
家
内
尚
賢
思
想

の
考
察
を
終
え
、
次
に
章
を
改
め
墨
家
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
た

し

第

章

畢
家
の
尚
賢
思
想

墨
家
の
尚
賢
思
想
に
つ
い
て
、
以
前
に
は
信
賞
必
罰
主
義
と
の
関

係
を
中
心
に
そ
の
構
造
を
論
じ
凶

v

が
、
こ
こ
で
は
孔
子
・
孟
子
の
場

合
と
同
様
の
視
角
か
ら
分
析
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

り
墨
家
は
、
人
聞
を
、
ひ
と
ま
ず
「
利
益
を
求
め
、
損
害
を
避
け
る

j

傾
向
」
の
強
い
存
在
と
し
て
把
握
仁
刻
。
そ
れ
故
、
そ
の
尚
賢
思
想

L
に
お
い
て
も
、
「
賞
」
と
-
一
盲
わ
れ
る
「
爵
・
職
」
に
よ
っ
て
人
間
に
「
賢

臨
者
」
と
し
て
の
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で

抽
定
義
さ
れ
る
賢
者
は
徳
行
に
厚
い
人
物
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
場

1

」
合
の
「
徳
行
」
の
中
に
は
自
ら
向
利
益
を
人
に
分
か
ち
与
え
る
行
為

円
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
物
質
的
利
益
の
放
出
は
、
尚
賢
の
原

U
F

理
に
基
づ
い
て
高
い
地
位
に
挙
げ
ら
れ
た
後
五
山
も
、
自
ら
の
地
位
を

伺
保
つ
た
め
に
常
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
が
r

従
っ
て
、
一
見
、

信
賞
必
罰
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
利
益
の
追
求
を
是
認
し
て
い
る
か

9
の
よ
う
に
見
え
る
墨
家
の
尚
賢
思
想
も
、
「
賢
」
の
中
に
は
、

そ
グコ

孔
子
や
孟
子
の
場
合
と
同
じ
く
利
益
に
対
す
る
否
定
的
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

板
野
長
八
氏
は
、
墨
家
内
尚
賢
思
想
に
つ
い
て
、
尚

賢
上
篇
の
「
三
者
(
高
い
爵
位
・
厚
い
替
禄
・
政
令
の
裁
決
権
)

を
奉
げ
て
之
を
賢
者
に
授
く
。
賢
の
矯
に
賜
う
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の

事
の
成
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
な
り
U

を
根
拠
と
し
て
、
「
こ
れ
は
賢
、

即
ち
人
間
的
能
力
・
徳
性
・
人
格
等
よ
り
も
仕
事
の
出
来
工
合
を
問
題

と
す
る
も
の
で
あ
る
U

「
言
わ
ば
人
聞
を
物
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
U

と
主
張
さ
れ
て
い
《
勾
。

確
か
に
墨
家
の
思
想
に
は
、
人
聞
を
行
為
、
も
し
く
は
結
果
の
次

元
で
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
な
ら
、
こ
の

板
野
氏
の
主
張
は
首
肯
さ
れ
て
よ
い
性
質
の
も
の
と
一
育
、
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
も
し
そ
れ
が
、
法
家
と
の
類
似
性
を
予
想
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
指
摘
は
付
帯
条
件
を
必
要
と
し
た
も
の

と
な
る
。
何
故
な
ら
、
墨
家
と
法
家
は
共
に
人
間
を
行
為
、
も
し
く

は
結
果
の
次
元
で
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
と
は
言
え
、
そ

の
行
為
、
結
果
の
内
容
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
墨
家
内
賢
者
の
定
義
に
一
市
さ
れ
る
「
厚
乎
徳
行
」
「
掠
子

一
言
談
」
「
博
子
道
術
」
(
尚
賢
上
篇
)
「
知
婦
徳
行
之
厚
」
(
尚
賢
下

篇
)
が
、
法
家
の
考
え
る
実
務
行
為
ど
相
反
し
た
性
格
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
以
下
町
資
料
に
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

-
m
m
 

普
矯
園
者
、
官
法
明
。
故
不
任
知
慮
、
上
作
堂
。
故
民
不
管
私
、
則
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図
力
持
。
園
力
持
者
彊
、
図
好
言
談
者
削
。
故
目
、
農
戦
之
民
千
人
、

市
有
詩
書
鰐
慧
者
一
人
駕
、
千
人
者
皆
怠
於
農
戦
失
。

(
『
商
君
書
』
農
戦
篇
)

是
以
明
君
之
使
其
民
也
、
使
必
護
力
以
規
其
功
、
功
立
而
富
貴
随
之
。

無
私
徳
也
。
故
教
流
成
如
此
、
則
臣
忠
君
明
、
治
著
而
兵
彊
失
。
故
凡

明
君
之
治
也
、
任
其
か
、
不
任
其
徳
。
是
以
不
憂
不
労
而
功
可
立
也
。

(
同
錯
法
鮪
)

察
士
然
後
能
知
之
、
不
可
以
矯
令
。
夫
民
不
登
察
。
賢
者
然
後
能
行

之
、
不
可
以
馬
法
。
夫
民
不
謹
賢
。
楊
朱
・
墨
翠
、
天
下
之
所
察
也
、

千
世
乱
而
卒
不
決
。
難
察
而
不
可
以
矯
官
職
之
令
。
鮒
焦
・
華
角
、
天

下
之
所
賢
也
、
飽
焦
木
枯
、
華
角
赴
河
。
難
賢
不
可
以
矯
耕
戦
之
士
。

(
中
略
)
博
習
癖
智
知
孔
・
塁
、
孔
・
墨
不
耕
縛
、
則
園
何
得
駕
。
修

孝
寡
欲
如
曾
・
史
、
曾
・
史
不
戦
攻
、
則
園
何
利
駕
。

(
『
韓
非
子
』
八
設
篇
)

故
偲
王
「
石
輯
而
徐
亡
、
子
貢
縛
智
而
魯
削
。
以
是
言
之
、
夫
仁
義
隷

智

、

非

所

以

持

園

也

。

(

同

五

議

篇

)

墨
家
と
法
家
と
で
は
人
間
序
列
化
的
原
理
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

こ
の
よ
、
ヲ
に
、

な
l
v
o

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
墨
家
内
尚
賢
思
想
が
、
「
衆
賢
・
進
賢
」

と
「
使
能
」
と
の
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
浅
野
裕
一
氏
の

《

mv
説
で
あ
る
。

確
か
に
、

尚
賢
中
篇
で
は

「
使
能
」

が
説
か

「
進
賢
」

の
後
に

れ
、
そ
こ
に
尚
賢
の
序
列
を
実
現
す
る
際
の
手
順
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
墨
家
の
場
合
、
一
見
、
法
家
的

実
務
能
力
と
接
近
し
た
か
に
見
え
る
「
能
」
の
根
底
に
も
、
「
賢
」

が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

塁
家
に
お
け
る
「
能
」
の
内
容
を
最
も
具
体
的
に
記
述
し
、
尚
且

つ
、
そ
れ
を
人
聞
の
地
位
の
遠
い
と
関
連
さ
せ
て
い
る
の
が
、
尚
賢

中
篇
に
見
え
る
次
の
二
つ
の
資
料
で
あ
る
。

賢
者
之
治
園
家
也
、
蚤
朝
長
退
、
聴
獄
治
政
。
是
以
園
家
治
、
而
刑

法
正
。
賢
者
之
長
官
也
、
夜
寝
夙
興
、
収
倣
閥
市
・
山
林
・
滞
梁
之
利
、

以
寅
官
府
。
是
以
官
府
賞
、
而
財
不
散
。
賢
者
之
治
邑
也
、
蚤
出
暮
入
、

耕
稼
樹
襲
、
陣
地
萩
粟
。
是
以
萩
粟
多
、
而
民
足
乎
食
。

夫
不
能
治
千
人
者
、
使
慮
子
高
人
之
官
、
則
此
官
什
倍
也
。
夫
治
之

法
、
持
日
至
者
也
。
日
以
治
之
、
日
不
什
情
。
知
以
治
之
、
知
不
什
盆
。

而
子
宮
什
倍
、
則
此
治
一
、
而
棄
其
九
失
。
雄
日
夜
相
接
以
治
若
官
、

官
猶
若
不
治
。
此
其
故
何
也
。
則
王
公
大
入
、
不
明
乎
以
尚
賢
使
能
矯

政

也

。

(

以

上

、

尚

賢

中

篇

)

前
者
に
お
い
て
は
、
三
者
の
職
能
町
遠
い
が
、
「
賢
者
」
と
し
て
は

共
通
で
あ
る
三
者
の
地
位
の
違
い
を
生
む
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
非
命
下
篇
の
類
似
資
料
で
は
、
こ
の
三
者
が
「
王

公
大
人
」
「
卿
大
夫
」
「
農
夫
」
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
職
能
に

よ
る
速
い
と
は
言
え
、
そ
れ
は
尚
賢
思
想
の
中
核
で
あ
る
官
吏
の
登

用
と
は
係
わ
り
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。



と
は
言
え
、
非
命
下
篇
の
場
合
、
さ
ら
に
「
卿
大
夫
」
町
内
部
で

の
官
位
の
移
動
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
職
能
の
中
に
、

「
思
慮
之
知
」
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

今
也
卿
大
夫
之
所
以
掲
股
肱
之
力
、
期
其
思
慮
之
知
、
内
治
官
府
、

外
散
開
市
・
山
林
・
津
梁
之
利
、
以
寅
宮
府
、
而
不
敢
怠
倦
者
、
何
也
。

目
、
彼
以
馬
強
必
貴
、
不
強
必
践
、
強
必
柴
、
不
強
必
辱
。
故
不
敢
怠

倦
1

(

非
命
下
篇
)

こ
の
点
は
、
賢
者
の
能
力
を
、
そ
の
治
的
得
る
人
聞
の
数
に
よ
っ

て
数
量
的
に
捉
え
た
尚
賢
中
篇
の
後
者
の
資
料
と
も
共
通
す
る
も

の
で
、
「
知
以
治
之
」
「
知
不
什
盆
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

釦
こ
で
も
数
量
換
算
内
基
本
に
あ
る
人
聞
を
治
め
る
能
力
は
、
「
知
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

併
で
は
、
墨
家
に
お
け
る
「
知
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
も

輸
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

捕
尚
賢
中
篇
の
冒
頭
に
、
政
治
上
の
命
令
は
「
貴
且
つ
智
な
る
者
」

J

が
「
愚
且
つ
賎
な
る
者
」
に
与
、
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
ス
ム
ー
ズ

h
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
、
「
尚
賢
」
が
政
治
の
根
本
で
あ

齢
る
こ
と
が
わ
か
る
と
す
る
論
が
あ
る
。
尚
賢
司
根
拠
と
さ
れ
て
い
る

十
以
上
、
こ
こ
で
の
「
智
」
が
先
の
「
知
」
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
天
志
中
篇
に
は
、
「
義
」
が

「
貴
且
つ
知
な
る
者
」
か
ら
山
山
る
こ
と
を
述
べ
、
続
け
て
、
「
然
ら
ば

11 

則
ち
軌
を
か
貴
と
矯
し
、
執
を
か
知
と
矯
す
日
と
い
う
自
問
に
、
「
天

を
賞
と
矯
L
、
天
を
知
と
魚
す
の
み
口
と
答
え
た
資
料
が
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
先
の
「
知
」
の
性
質
を
知
る
に
は
「
天
」
の
機
能
を

調
べ
れ
ば
よ
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
天
」
の
機

能
に
つ
い
て
は
、
天
志
中
篇
、
上
述
内
資
料
の
下
文
に
見
え
る
「
子

罫
一
子
」
の
一
言
葉
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

子
墨
子
目
、
「
吾
所
以
知
天
之
貴
且
知
於
天
子
者
有
失
。
目
、
天
干
潟

善
、
天
能
賞
之
、
天
子
震
暴
、
天
能
関
之
。
天
子
有
疾
病
踊
巣
、
必
粛

戒
休
浴
、
潔
潟
酒
酸
奈
盛
、
以
祭
把
天
鬼
、
則
天
能
除
去
之
。
然
吾
未

知
夫
之
桁
一
一
悶
於
天
子
也
。
(
後
略
)
」
(
天
志
中
篇
)

周
知
の
よ
う
に
、
墨
家
の
思
想
に
お
い
て
「
疾
病
禍
崇
」
は
、
天

が
人
間
に
与
え
る
訴
罰
の
一
つ
と
し

τ設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
の
資
料
に
示
さ
れ
る
「
天
」
の
機
能
は
、
自
分
の

下
位
に
い
る
「
天
子
」
の
「
善
」
に
対
し
て
は
「
賞
」
を
、
「
暴
」
に

対
し
て
は
「
罰
」
を
与
、
え
る
と
い
う
働
き
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
従
っ
て
、
自
分
の
下
位
に
い
る
人
聞
の
「
善
」
「
暴
」
を
見
極
め
、

正
し
く
「
賞
」
「
罰
」
を
適
用
す
る
亡
と
、
そ
れ
が
「
知
」
と
表
現
さ

れ
る
能
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
暴
豪
に
お
け
る
「
善
」
が
、
天
下
を
兼
愛
し
万
民
に

利
益
を
与
え
る
行
為
を
指
す
こ
と
は
、
『
墨
子
』
の
大
方
の
篇
に
見
え

る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
賢
者
の
定
義
の
一
つ
、
利
益
を
人

に
分
か
ち
与
え
る
行
為
と
し
て
記
き
れ
て
い
た
「
徳
行
」
(
尚
賢
下
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篇
)
と
も
通
じ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
4

っ
て
、
墨
家
の
「
知
」

は
、
人
間
の
「
徳
」
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
持
つ
賢
者
を
判
定
す
る
能

力
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

尚
賢
中
篇
の
次
の
資
料
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
正
当
性
を
保

証
し
て
い
る
。

若
荷
賢
者
不
至
子
王
公
大
人
之
側
、
則
此
不
宵
者
在
左
右
也
。
不
宵
者

在
左
右
、
則
其
所
替
不
嘗
賢
、
而
所
間
不
嘗
暴
。
(
尚
賢
中
篇
)

以
上
に
よ
っ
て
、
墨
家
の
尚
賢
思
想
が
作
り
あ
げ
る
序
列
は
、
ほ

ぽ
、
人
聞
の
「
徳
い
に
よ
る
序
列
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
「
徳

を
列
ね
て
賢
を
尚
ぷ
U

(
尚
賢
上
篇
)
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
「
賢
」

と
「
徳
」
と
が
類
似
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
と
言
え

ト
A
F
A
J

。
そ
こ
で
次
に
、
選
家
の
尚
賢
思
想
と
、

係
を
考
え
て
み
た
い
。

序
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
墨
家
同
尚
賢
思
想
は
「
非
世
襲
的
」
「
非

血
縁
的
」
な
も
の
と
言
わ
れ
、
そ
の
点
で
は
旧
来
の
社
会
体
制
か
ら

人
聞
を
解
放
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い

る
。
確
か
に
、
尚
賢
上
篇
の
「
農
と
工
騨
と
に
在
る
の
人
と
錐
も
、

能
有
れ
ば
別
ち
之
を
穆
ぐ
口
、
尚
賢
中
篇
向
「
父
兄
に
黛
せ
ず
、
貴

富
に
偏
せ
ず
、
顔
色
を
嬰
せ
ず
。
賢
者
は
穆
げ
て
之
を
上
ら
せ
、
」
等

の
資
料
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
見
解
は
極
め
て
妥
当
な
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
墨
家
内
理
想
と
す
る
「
古
之
聖
王
」
が
尚

旧
来
の
社
会
秩
序
と
の
関

賢
の
立
場
に
の
み
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
一
文
に
見
え

る
「
未
必
」
の
部
分
否
定
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

是
故
古
之
聖
王
之
治
天
下
也
、
其
所
富
、
其
所
賞
、
未
必
王
公
大
人

骨
肉
之
親
、
無
故
富
賞
、
面
目
美
好
者
也
。
(
尚
賢
下
篇
)

ま
た
、
「
古
之
聖
王
」
が
富
貴
を
獲
得
す
る
手
段
を
「
義
」
に
限
定

す
る
と
、
「
園
之
富
貴
人
」
「
親
者
」
「
近
者
」
た
ち
も
互
い
に
相
談
し

て
「
義
」
に
励
ん
だ
と
す
る
尚
賢
上
篇
の
資
料
か
ら
は
、
現
在
、

地
位
の
あ
る
人
々
も
、
「
義
」
を
実
践
し
さ
え
す
れ
ば
、
従
来
的
地
位

を
保
ち
得
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

ヲ@。

こ
れ
ま
で
に
行
な
っ
た
分
析
に
よ
れ
ば
、
墨
家
に
お
い
て

も
「
賢
」
は
「
徳
」
の
要
素
が
強
く
、
尚
賢
に
よ
る
序
列
は
、
ほ
ぽ

人
聞
の
持
つ
「
徳
」
に
よ
る
序
列
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
量

家
は
、
孟
子
の
よ
う
に
人
聞
の
本
性
に
は
言
及
し
な
い
も
の
の
、
す

べ
て
の
人
聞
は
善
悪
を
判
断
す
る
能
力
の
端
緒
を
備
え
て
い
る
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
内
」
従
っ
て
、
親
親
に
よ
る
序
列
を
主
張
し
な

い
と
は
言
え
、
実
際
に
そ
の
思
想
を
社
会
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
場

合
に
は
、
眼
前
の
階
級
序
列
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
尚
賢
に
よ
る
序
列

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
孟
子
の
尚
賢
思
想
と
、
恐
ら
く
は
大
き
く
食

い
違
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
の
上
と

は
言
え
、
階
級
序
列
を
構
成
す
る
原
理
が
、
「
徳
」
に
よ
っ
て
一
元
化

さ
れ
て
い
る
点
、
及
び
、
単
な
る
教
化
で
は
な
く
、
信
賞
必
罰
主
義

き
て
、



の
導
入
に
よ
っ
て
尚
賢
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
墨
家
の

尚
賢
思
想
の
特
徴
と
一
言
一
問
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
孔
子
・
孟
子
・
墨
家
の
尚
賢
論
を
通
観
し
て
来
た
が
、
三

者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
特
徴
を
持
ち
な

が
ら
も
、
「
賢
」
と
「
徳
」
と
が
、
ほ
ぽ
類
似
の
概
念
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
共
通
の
基
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
賢
徳
類
似
の
構
造

こ
そ
、
儒
・
墨
の
尚
賢
論
を
貫
く
本
質
的
特
徴
と
言
え
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
章
を
改
め
、
こ
の
構
造
内
持
つ
政
治
思
想
と
し
て

の
意
義
を
、
「
天
」
の
共
同
幻
想
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
、
本
論
を
締

釦
め
括
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

章

「
天
」
の
共
同
幻
想
と
賢
徳
類
似
の
構
造
の
意
義

片附
賢
徳
類
似
の
構
造
を
根
本
と
す
る
尚
賢
思
想
は
、
二
つ
の
点
で
法

措
家
、
特
に
可
商
君
書
』
。
韓
日
非
子
町
尚
賢
思
想
と
魁
倍
す
る
性
質
の
も

」
の
で
あ
る
。

国
ー
そ
の
第
一
は
、
法
家
的
考
え
る
実
務
能
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る

齢
序
列
と
は
、
別
の
序
列
化
を
導
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
極
限
化
し
て

防
言
え
ば
、
賢
徳
類
似
の
そ
れ
は
、
下
に
利
益
を
与
え
る
能
力
に
よ
る

3
序
列
で
あ
り
、
従
っ
て
、
上
の
利
益
を
増
進
す
る
法
家
内
実
務
能
力

ー
に
よ
る
序
列
と
は
、
そ
の
方
向
性
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

第
二
の
点
と
し
て
は
、
賢
徳
類
似
の
構
造
の
尚
賢
思
想
の
み
が
持

つ
、
君
主
権
力
の
相
対
化
、
及
ぴ
抑
制
と
言
っ
た
機
能
が
挙
げ
ら
れ

場合。
以
下
、
第
二
円
点
に
つ
い
て
、
「
天
」
に
つ
い
て
の
共
同
幻
想
と
の

関
係
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

中
国
古
代
に
お
い
て
、
「
天
か
ら
民
が
生
じ
た
U

と
い
う
共
同
幻
想

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
詩
経
』
大
雅
悉
民
の
詩
、
『
春
秋
左

氏
伝
』
文
公
十
三
年
伝
、
同
裏
公
十
四
年
伝
、
『
E
口
氏
春
秋
』
仲

春
紀
情
欲
篇
、
同
孟
夏
紀
掌
師
篇
、
『
荘
子
』
天
地
篇
、
『
苛

子
』
大
略
篇
等
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
孟
子
に
お

い
て
も
、
ま
た
墨
家
に
お
い
て
も
、
そ
の
共
同
幻
想
の
も
と
に
思
想

構
築
の
営
み
が
行
な
わ
れ
て
い
凶
「

ま
ず
孟
子
の
場
合
、
そ
れ
は
『
誇
経
』
の
引
用
を
伴
っ
て
示
さ
れ

て
い
る
。
弟
子
町
公
都
子
が
発
し
た
本
性
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、

孟
子
は
性
善
を
主
張
し
、
四
端
の
心
を
説
き
明
か
し
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
す
ぐ
後
で
孟
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
目
、
「
天
生
蒸
民
、
有
物
有
則
。
民
之
乗
夷
、
好
是
琵
徳
日
孔
子

目
、
「
鋳
此
詩
者
、
其
知
道
乎
口
故
有
物
必
有
則
。
民
之
乗
夷
也
、
故
好

是

箆

徳

。

(

告

子

上

篇

)

こ
の
言
葉
は
、
そ
の
位
置
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
ら
の
性
善

説
を
基
礎
づ
け
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
世
界
の
規
範
と
し
て
存
在

す
る
天
、
そ
の
天
か
ら
生
じ
た
民
が
普
な
る
性
を
持
つ
の
は
極
め
て
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自
然
の
経
過
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
民
の
持

ー

つ
「
総
徳
を
好
む
」
と
い
う
性
質
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
天
」

と
「
民
」
と
は
「
総
徳
を
好
む
」
と
い
う
共
通
の
価
値
観
に
よ
っ
て

結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
弟
子
万
章
の
聞
い
を
受
け

て
孟
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

昔
者
発
薦
舜
於
天
、
而
天
受
之
。
暴
之
於
民
、
而
民
受
之
。
故
目
、

「
天
不
言
、
以
行
興
事
一
市
之
而
巳
失
己
(
高
章
上
篇
)

天
子
の
任
命
権
は
「
天
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
天
」
の

実
体
は
価
値
観
を
同
じ
く
す
る
「
民
」
に
他
な
ら
な
い
。
孟
子
は
続

け
て
『
尚
書
』
大
誓
の
「
天
の
視
る
は
我
が
民
の
視
る
に
自
り
、
天

の
聴
く
は
我
が
民
的
聴
く
に
自
る
U

を
引
用
し
て
自
ら
の
説
を
補
強

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
天
」
の
価
値
判
断
が
「
民
」
の
判
断
と
し
て
示
さ

れ
る
、
す
な
わ
ち
、
天
民
類
似
の
構
造
が
成
立
す
る
と
、
理
念
的
に

は
社
会
階
級
の
逆
転
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。

孟
子
目
、
「
民
局
賞
、
吐
稜
次
之
、
君
馬
軽
。
是
故
得
子
丘
民
而
馬
天

子
、
得
手
天
子
矯
諸
侯
、
得
子
諸
侯
潟
大
夫
。
(
後
略
)
」

(
童
心

下
筒
)

既
に
見
た
よ
う
に
、
行
為
と
し
て
表
わ
れ
た
「
徳
ヘ
す
な
わ
ち
民
生

の
安
定
が
君
主
的
責
務
と
さ
れ
る
の
も
、
正
し
く
こ
の
構
造
に
因
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
天
民
類
似
の
構
造
に
よ
っ
て
、
天

「
徳
」
が
一
元
的
な
価
値
と
し
て
設
定
さ
れ
、

か
ら
人
聞
の
世
界
ま
で

こ
の
尽
心
下
篇
の
資
料
の
よ
う
に
、
天
の
実
体
で
あ
る
「
丘
民
」

が
「
天
子
」
を
選
ぴ
、
そ
の
「
天
子
」
が
「
諸
侯
」
を
選
ぴ
、
と
い

う
よ
う
に
、
順
次
、
上
位
者
が
下
位
者
を
選
ぶ
こ
と
に
な
れ
ば
、
当

然
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
「
徳
」
の
序
列
に
よ
る
社
会
階
級
が
出
現
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
賢
徳
類
似
の
構
造
を
根

本
と
す
る
尚
賢
思
想
の
序
列
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
尚
賢
思
想
の
序
列
に
よ
れ
ば
、
天
子
さ
え
も
が
一
つ

の
階
級
と
看
倣
さ
れ
、
そ
の
権
力
も
相
対
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
は

自
明
で
あ
る
。
周
の
爵
禄
制
を
説
明
し
た
孟
子
が
、
「
天
子
一
位
、
公

一
位
、
云
々
」
(
寓
章
下
篇
)
と
述
べ
た
の
も
、
ま
た
、
「
貴
戚
之

卿
」
(
英
章
下
篇
)
と
い
う
枠
内
で
は
あ
る
も
の
の
革
命
を
是
認
し

た
の
も
、
す
べ
て
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

「
由
組
、
天
の
始
め
て
民
を
生
じ
、
」
(
尚
岡
下
篇
)
と
言
う
墨
家

の
場
合
も
、
孟
子
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
た
だ
し
、
人
聞

の
内
面
性
に
踏
み
込
ま
な
い
墨
家
内
場
合
に
は
、
善
性
に
よ
っ
て
天

民
類
似
の
構
造
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
な
い
。
墨
家
は
、
す

べ
て
の
規
範
と
な
る
天
を
、
常
に
民
の
利
益
を
は
か
る
存
在
と
し
て

定
義
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
構
造
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

今
夫
天
来
天
下
市
愛
之
、
撒
途
寓
物
以
利
之
。
若
豪
之
末
、
無
非
天

之
所
属
也
。
而
民
得
而
利
之
。
則
可
謂
酔
失
。
(
天
志
中
篇
)

ま
た
、
万
民
を
愛
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
賞
」
が
降
る

と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
も
あ
る
。

天
の



昔
者
三
代
聖
主
、
完
・
舜
・
馬
・
湯
文
・
武
、
(
中
略
)
其
矯
政
子

天
下
也
、
兼
而
愛
之
、
従
而
利
之
、
又
率
天
下
之
高
民
、
以
尚
寧
天
事

鬼
、
愛
利
寓
民
。
是
故
天
鬼
賞
之
、
立
第
天
子
、
以
馬
民
父
母
。
高
民

従

而

替

之

、

日

翠

玉

、

至

今

不

巳

。

(

尚

賢

中

篇

)

こ
こ
で
は
ま
た
、
「
天
鬼
」
に
よ
る
「
賞
」
の
他
に
、
「
古
内
民
」
の

称
賛
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
、
「
天
子
」
を
立
て
る
主

体
が
「
天
鬼
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
様
に
、
非
攻
下
篇
、
非
命
下
篇
に
は
、
徳
の
あ
り
方
を
媒
介

に
、
天
が
そ
の
意
志
を
発
動
す
る
と
い
う
記
述
も
見
え
て
い
る
。

倉)

天
乃
命
湯
於
鯨
宮
、
用
受
夏
之
大
命
。
夏
徳
大
乱
、
予
既
卒
其
命
於

天

失

。

往

而

詠

之

。

必

使

汝

堪

之

。

(

非

攻

下

篇

)

高
之
綿
徳
有
之
目
、
「
允
不
著
。
惟
天
、
民
不
而
様
。
元
防
凶
心
、
天

加

之

省

。

不

悦

阪

徳

、

天

命

膏

夜

口

(

非

命

下

篇

)

問
こ
の
よ
う
に
、
天
民
類
似
の
構
造
を
持
つ
墨
家
は
、
や
は
り
孟
子

聞
と
閉
じ
く
、
一
一
花
さ
れ
た
価
値
観
の
も
と
に
上
位
者
が
下
位
者
を

抽
選
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
徳
類
似
の
構
造
に
基
づ
く
尚
賢
思
想

}
J

の
序
列
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

h

，
た
だ
し
、
孟
子
と
の
違
い
と
し
て
重
要
な
点
は
、
墨
家
の
尚
賢
忠

一
昨
想
が
信
賞
必
問
主
義
と
相
即
的
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
o

r
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
量
家
は
独
自
の
信
賞
必
罰
主
義
に
よ
っ
て
尚

賢
の
序
列
を
現
実
社
会
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
尚
問
中
篇
に

ロ
υー

は
、
逆
に
尚
賢
の
序
列
が
実
現
さ
れ
て
、
初
め
て
信
賞
必
罰
も
現
実

的
な
効
果
を
持
ち
、
尚
同
も
行
な
わ
れ
る
と
い
う
論
理
も
見
、
え
て
い

'
G
。

今
、
王
公
大
人
之
篤
刑
政
、
則
反
此
。
政
以
震
使
嬰
・
宗
族
・
父
兄
・

故
宮
、
以
箆
左
右
、
置
以
矯
正
長
。
民
知
上
置
正
長
之
非
正
以
治
民
也
。

是
以
皆
比
周
隠
匿
、
而
英
肯
尚
同
其
上
。
是
故
上
下
不
同
義
。
若
有
上

下
不
同
義
、
賞
器
不
足
以
勘
善
、
而
刑
罰
不
足
以
泊
暴
。(

尚
同

中
篇

尚
賢
が
先
か
信
賞
必
罰
が
先
か
、
と
い
う
問
題
は
こ
こ
で
は
問
わ

な
い
。
重
要
な
点
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
資
料
で
は
、
尚
賢
の
序
列

に
よ
ら
な
け
れ
ば
民
の
反
抗
に
会
い
、
賞
罰
も
効
果
を
失
う
と
説
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
「
賢
」
が
法
家
的
実
務
能
力
を
指

す
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
論
理
が
生
ま
れ
て
く
る
余
地
は
、
も
と

も
と
存
在
し
な
い
。
万
民
の
利
益
を
「
徳
」
の
内
実
と
す
る
賢
徳
類

似
の
構
造
に
基
づ
く
尚
賢
の
序
列
が
前
提
と
さ
れ
て
、
す
な
わ
ち
、

下
位
者
の
利
益
を
保
全
す
る
も
の
で
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
権
力
が
承

認
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
理
も
意
味
を
持
つ
の
で

あ
る
。
言
一
い
換
え
る
な
ら
、
墨
家
的
信
賞
必
罰
主
義
は
、
必
然
的
に

賢
徳
類
似
の
構
造
の
尚
賢
思
想
を
導
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ

て
、
天
民
類
似
の
構
造
に
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
天
か
ら
民
が
生
じ
た
U

と
す
る
中
国
古
代
の
共
同
幻
想
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

《
幻
】

'hw

。従
っ
て
、
秦
帝
国
の
官
僚
制
を
生
み
出
す
理
念
と
な
っ
た
韓
非
子
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の
尚
賢
思
想
が
構
築
さ
れ
る
に
は
、
是
が
非
で
も
、
す
べ
て
の
人
聞

の
意
識
の
根
底
に
横
た
わ
る
「
天
か
ら
民
が
生
じ
た
U
と
す
る
共
同

幻
想
が
打
ち
破
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
σ

そ
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
『
老
子
』
や
馬
王
堆
出
土

の
書
物
を
眺
め
る
な
ら
、
従
来
、
同
一
視
さ
れ
て
来
た
『
老
子
』
の

「
天
」
と
「
道
」
と
の
違
い
が
持
つ
意
義
、
及
び
、
『
経
法
』
目
頭
の

「
道
、
法
を
生
ず
U

の
一
文
の
持
つ
意
義
が
、
に
わ
か
に
精
彩
を
放

ち
な
が
ら
、
中
国
古
代
思
想
史
の
上
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
来
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
占
一
に
つ
い
て
は
、

細
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

す
べ
て
機
会
を
改
め
て
詳

註(
l
)
板
野
長
八
氏
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』

代
表
さ
れ
る
説
。

(
2
}
『
韓
非
子
』
難
三
・
凡
説
・
五
鑑
鯖
等
審
問
。

(
3
)
テ
ク
ス
ト
に
は
金
谷
治
氏
の
岩
波
文
庫
本
『
論
語
』
を
使
用
し
、
解
釈

は
主
に
劉
賀
楠
『
論
語
正
義
』
に
見
え
る
諸
説
に
従
っ
た
。

(
4
}
何
長
『
集
解
』
町
説
巴

(
5
)
武
内
義
雄
氏
『
論
一
語
之
研
究
』
(
岩
議
事
眉
)
、
津
田
左
右
吉
氏
『
論
語
と

孔
子
町
思
想
』
(
同
)
、
渡
辺
卓
氏
『
古
代
中
国
思
想
的
研
究
』
(
創
文
社
)

に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
。

(
6
)
金
谷
治
氏
「
『
論
語
』
町
中
町
隠
者
」
(
文
化
初
4
}
の
説
.

(
7
)
狩
野
直
喜
氏
『
中
国
哲
学
史
』
(
岩
波
書
腐
)
に
見
え
る
指
摘
。

(
8
)
孔
子
が
事
務
処
理
と
政
務
と
を
分
け
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
子

(
岩
波
書
唐
)
に

路
篇
円
資
料
に
明
ら
か
で
あ
る
。

舟
子
退
朝
。
子
目
、
「
何
長
也
日
針
目
、
「
有
政
U

子
目
、
「
其
事
也
。
如

有
政
、
雄
不
吾
以
、
王
国
其
典
聞
之
日

(
9
)
子
竿
篇
に
は
「
池
之
哉
」
と
い
う
孔
干
の
言
葉
が
あ
る
。
恐
ら
く
政
治

的
な
意
味
で
の
「
仁
」
を
実
行
す
る
場
合
に
だ
け
は
、
地
位
獲
得
を
認
め

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
叩
)
武
内
氏
前
掲
書
の
説
。

(
日
)
直
接
的
資
料
は
な
い
が
、
「
徳
」
は
「
・
・
・
:
之
徳
」
と
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
に
対
L
、
「
賢
」
は
人
の
評
価
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推

定
さ
れ
る
。

(
ロ
)
拙
稿
「
孟
子
町
『
礼
』
と
性
普
説
」
(
集
刑
東
洋
学
、
岨
)
参
照
。
(
本
論

的
『
孟
子
』
町
テ
ク
ス
ト
も
こ
れ
に
準
ず
る
J

(
日
)
こ
の
よ
う
に
利
に
対
し
て
否
定
的
な
孟
子
も
、
仁
政
を
行
な
い
賢
者
と

な
る
た
め
に
は
地
位
の
必
要
な
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、
仕
官
の
際
に
も

利
に
対
す
る
否
定
的
姿
勢
は
貫
か
れ
て
お
り
、
単
な
る
生
活
の
た
め
町
仕

官
は
最
低
限
の
も
の
で
我
慢
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
(
寓
章
下
篇
)

(
比
)
拙
稿
「
意
志
と
抑
圧
の
交
錯
盛
家
に
お
け
る
人
間
理
解
」
(
司
中
国

に
お
け
る
人
間
性
的
探
究
』
(
(
創
文
社
)
)
所
収
J

参
照
。
(
本
論
的
『
盛
子
』

町
テ
ク
ス
ト
も
こ
れ
に
準
ず
る
J

(
日
)
同
時
に
墨
家
は
、
人
間
に
善
悪
を
判
断
す
る
能
力
的
端
緒
が
備
わ
っ
て

い
る
と
も
考
え
て
お
り
、
し
か
も
非
攻
上
舗
で
は
単
な
る
個
人
で
は
な

く
「
衆
」
と
し
て
そ
の
判
断
能
力
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
(
前
註
拙
稿
参
照
)

(
児
)
板
野
氏
前
掲
書
、
六
一
頁
の
説
.

(
げ
)
法
家
内
実
務
行
為
(
能
力
)
と
は
、
法
に
定
め
ら
れ
た
職
務
的
遂
行
を

過
し
て
君
主
同
利
益
を
増
進
す
る
行
為
(
能
力
)
の
こ
と
。
尚
、
司
商
冨
番
』

と
斡
非
子
と
で
は
、
前
者
は
軍
功
に
ウ
エ
イ
ト
を
世
き
、
後
者
は
様
々
な



倉)

職
能
を
重
層
的
に
序
列
す
る
等
の
速
い
が
あ
り
、
ま
た
、
尚
賢
思
想
内
全

体
構
造
に
関
し
て
も
両
者
に
は
多
く
の
相
違
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
町
点
に

つ
い
て
は
‘
す
べ
て
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
四
)
浅
野
裕
一
氏
「
『
墨
子
』
尚
賢
論
的
特
性
に
つ
い
て
」
{
国
学
院
雑
誌

行
ー
6
)
の
説
。

(
日
)
尚
同
三
篇
で
は
、
行
政
区
分
町
大
き
さ
の
順
を
使
っ
て
序
刺
似
を
行
な
っ

て
い
る
が
、
土
地
町
大
小
は
そ
の
ま
ま
人
口
町
多
少
を
意
味
す
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
結
局
こ
こ
で
の
論
理
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
孔
子
に
つ
い
て
は
「
天
」
の
資
料
が
な
い
た
め
考
察
の
対
象
か
ら
外
L

た。

(
幻
)
『
尚
書
』
を
使
っ
て
天
民
類
似
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て

平
岡
武
夫
氏
『
経
替
の
成
立
』
(
全
図
書
房
)
が
あ
り
、
本
論
は
こ
の
替
か

ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
.

(
包
)
「
丘
」
は
「
衆
」
の
意
(
王
念
孫
『
広
雅
疏
証
』
)
で
、
個
人
と
し
て
の

民
が
天
に
超
越
す
る
訳
で
は
な
い
。
個
人
と
し
て
民
は
端
緒
と
し
て
の
普

性
し
か
持
た
な
い
最
下
位
向
存
在
で
、
こ
こ
が
天
民
類
似
の
構
造
的
巧
妙

な
所
で
あ
る
.
(
註
{
日
)
参
照
)

(
お
)
西
晋
一
郎
氏
、
小
糸
亙
次
郎
氏
共
著
『
札
の
意
義
と
構
造
』
(
畝
傍
書
房
)

で
は
天
民
類
似
の
構
造
と
賢
賢
主
義
的
関
係
を
考
え
、
君
主
権
力
的
相
対

化
、
及
び
そ
の
抑
制
機
能
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
前
者
か
ら
後

者
が
導
か
れ
、
す
べ
て
が
「
天
」
の
共
同
幻
想
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
は

考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
墨
家
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
.
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